
一般質問
彌
冨
　
市
内
生
産
者
の
現
状
は
。

答
弁　
２
０
１
０
年
は
、
１
，０
１
２
人

で
あ
っ
た
が
、
２
０
２
０
年
に
は
、
６
０

９
人
と
、
１0
年
間
で
４
０
３
人
が
減
少
し

て
い
ま
す
。
平
均
年
齢
は
６9
・６
歳
で
、

専
業
が
２9
・
６
％
、
兼
業
が
７0
・
４
％
と

な
っ
て
い
ま
す
。

彌
冨
　
生
産
現
場
の
実
情
は
「
減
反
は
継

続
せ
よ
・
水
田
を
畑
へ
奨
励
・
販
売
価
格

は
低
迷
で
再
生
産
不
可
能
・
希
望
が
持
て

な
い
・
生
活
の
維
持
が
出
来
な
い
」
な
ど

１０
年
間
で
４
０
３
人
も
減
少
と
い
う
こ
と

か
ら
も
厳
し
い
状
況
で
す
。
生
産
者
へ
の

支
援
な
ど
、
生
産
者
の
声
を
取
り
上
げ
た

関
係
部
署
へ
の
対
策
を
講
じ
る
べ
き
で
は
。

答
弁　
生
産
組
合
長
会
・
Ｊ
Ａ
な
ど
で
構

成
す
る
多
久
市
農
業
再
生
協
議
会
で
の
意

見
を
反
映
さ
せ
、
市
の
政
策
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

彌
冨
　
有
機
肥
料
製
造
を
、
市
と
し
て
天

山
地
区
共
同
衛
生
処
理
場
な
ど
へ
働
き
か

け
て
は
ど
う
か
。

答
弁　
建
設
に
あ
た
り
検
討
さ
れ
た
が
、

住
民
の
同
意
・
環
境
面
を
考
慮
す
る
と
困

難
で
あ
る
と
の
結
論
が
出
て
い
ま
す
。

彌
冨
　
空
き
家
農
地
付
き
セ
ッ
ト
の
利
活

用
者
に
支
援
し
て
市
の
定
住
に
繋
げ
て
は

ど
う
か
。

答
弁　
現
状
で
も
農
地
付
住
宅
の
取
得
は

可
能
で
あ
る
定
住
助
成
制
度
は
あ
り
ま
す
。

彌
冨
　
食
料
自
給
率
向
上
の
国
民
的
合
意

が
必
要
で
は
。

答
弁　
全
国
市
長
会
と
し
て
も
認
識
し
て

お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
を
捉
え
て
、
食

料
自
給
率
向
上
の
対
策
を
農
水
省
な
ど
関

係
者
へ
伝
え
て
い
き
た
い
。

「
食
料
・
農
業
の
現
状
と
活
性
化
」

に
つ
い
て

彌 冨 博 幸 議 員

中
島
　
産
炭
地
で
あ
っ
た
本
市
で
は
長
屋

タ
イ
プ
の
住
宅
も
多
く
、
倒
壊
リ
ス
ク
の

高
い
耐
震
性
な
し
の
一
般
住
宅
戸
数
に
つ

い
て
の
把
握
は
。

答
弁　
多
久
市
に
お
き
ま
し
て
は
、
平
成

30
年
住
宅
土
地
・
統
計
調
査
の
結
果
に
よ

り
試
算
し
た
と
こ
ろ
、
耐
震
性
を
有
し
て

い
る
借
家
を
除
く
住
宅
は
３
，５
９
０
戸

あ
る
と
推
計
を
し
て
い
ま
す
。
耐
震
化
率

に
つ
き
ま
し
て
は
６７
・
４
％
で
す
。

中
島
　
耐
震
化
を
行
う
申
請
者
の
経
済
的

な
大
き
な
負
担
を
軽
減
し
、
耐
震
化
を
進

め
や
す
く
普
及
促
進
に
つ
な
げ
る
た
め
に

も
、
受
領
委
任
払
い
制
度
を
３
月
議
会
で

検
討
す
る
と
の
事
。
そ
の
後
の
動
き
は
。

答
弁　
受
領
委
任
払
い
制
度
に
つ
き
ま
し

て
は
、
今
年
度
中
に
導
入
し
ま
す
。

充
実
の
子
育
て
対
策
と
し
て

中
島
　
給
食
の
現
状
と
給
食
費
の
納
入
状

況
は
。

答
弁　
現
在
は
３
校
に
１
，５
０
０
食
の

給
食
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
徴
収
率
は
、

近
年
、
99
％
台
を
キ
ー
プ
し
て
お
り
昨
年

度
は
99
・
６６
％
で
す
。

中
島
　
保
護
者
負
担
軽
減
の
た
め
、
給
食

費
無
償
化
の
取
組
を
さ
れ
て
い
る
自
治
体

は
、
ほ
と
ん
ど
が
ふ
る
さ
と
応
援
寄
附
の

活
用
で
無
償
化
を
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

給
食
費
無
償
化
の
お
考
え
は
。

答
弁　
給
食
に
関
す
る
経
費
の
負
担
に
つ

い
て
は
、
学
校
給
食
法
第
１１
条
で
定
め
ら

れ
て
お
り
、
給
食
に
関
わ
る
人
件
費
や
施

設
設
備
費
は
市
町
村
な
ど
の
学
校
設
置
者

が
負
担
し
、

そ
れ
以
外
の

食
材
費
な
ど

は
保
護
者
の

負
担
と
明
記

さ
れ
て
い
ま

す
。
給
食
費

は
食
材
費
分

と
な
り
ま
す

の
で
、
保
護

者
負
担
が
原

則
だ
と
考
え

て
い
ま
す
。

中 島 慶 子 議 員

防
災
・
減
災
耐
震

対
策
に
つ
い
て

意見書第 １号につきましては、慎重に審議を行った結果、全会一致により可決しました。
意見書第 ２号につきましては、原案の一部を修正し、賛成多数により可決されました。

少人数学級・教職員定数の改善、義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書
記

１．�中学校・義務教育学校後期課程での35人学級を早急に実施すること。また、さらなる学級編制標準の引き下げ等
少人数学級について検討すること。

２．�学校の働き方改革・長時間労働是正を実現するため、加配教員の増員や少数職種の配置増など教職員定数改善を
推進すること。

３．�自治体で国の標準を下回る「学級編制基準の弾力的運用」の実施ができるよう加配の削除は行わないこと。
４．�教職員の処遇について、新規採用を持続的に確保し、専門性を発揮し意欲をもって働くことができるよう、改善

に必要な財政措置を講じること。
５．�教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため、地方財政を確保した上で義務教育費国庫負担制度の負担割合を

引き上げること。
� （一部抜粋）

地方財政の充実・強化に関する意見書
記

１．�社会保障の充実、地域活性化、ＤＸ化、脱炭素化、物価高騰対策、防災・減災、地域公共交通の再構築など、増
大する地方公共団体の財政需要を的確に把握するとともに、それを支える人件費を重視しつつ、現行の水準にと
どまらない、より積極的な地方財源の確保・充実をはかること。

２．�とりわけ、子育て対策、地域医療の確保、介護や生活困窮者の自立支援など、より高まりつつある社会保障ニー
ズが自治体の一般行政経費を圧迫していることから、引き続き、地方単独事業分も含めた、十分な社会保障経費
の拡充をはかること。とくに、これらの分野を支える人材確保にむけた自治体の取り組みを十分に支える財政措
置を講じること。

３．�政府が減税政策を行う場合、地方財政に影響が出ないよう、その財源は必ず保障すること。その際は、「国と地
方の協議の場」を活用するなどし、特段の配慮を行うこと。

４．�「地方創生推進費」として確保されている １ 兆円については、現行の財政需要において不可欠な規模となってい
ることから、恒久的財源としてより明確に位置付けること。

５．�会計年度職員においては２0２４年度から勤勉手当の支給が可能となったものの、今後も当該職員の処遇改善や雇用
確保が求められることから、引き続き、その財源需要を十分に満たすこと。

６．�自治体業務システムの標準化・共通化にむけては、その移行に係る経費と、移行の影響を受けるシステムの改修
経費まで含め、デジタル基盤改革支援補助金を拡充するなど、引き続き必要な財源を保障すること。また、戸籍
等への記載事項における「氏名の振り仮名」の追加など、ＤＸ化にともない地方においてシステム改修や事務負
担の増大が想定される際は、十分な財政支援を行うこと。

７．�地域の活性化にむけて、その存在意義が改めて重視されている地域公共交通について、公共交通専任担当者の確
保を支援するとともに、子ども・子育て政策と同様、普通交付税の個別算定項目に位置付け、一層の施策充実を
はかること。

８．�人口減少に直面する小規模自治体を支援するため、段階補正を拡充するなど、地方交付税の財源保障機能・財政
調整機能の強化をはかること。

� （一部抜粋）
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